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本件の争点は、①作業服・安全保護具等の着装問題に限定して取り扱うこととする。この点に関

を開始してから所定の準備体操場にいくまでの時して、本判決は、近年批判の対象とされてきた指

間は労基法上の労働時間といえるか、②仮に労基揮命令下説に立つ最初の高裁判決としてのみなら

法上の労働時間に当たる場合に本件係争時間に対ず、作業服・安全保護具等の着装の労働時間I性を

応する賃金請求権は発生するか、である。本判決具体的に判断するため従来の指揮命令下説にはみ

は、②に関連して労基法上の労働時間に当たる時られない新たな補充的判断基準を設定し、指揮命

間の長さが労基法に違反する場合、労働時間がど令下説の再構成・補強を試みた高裁判決としても

のように法定の８時間に修正されるのか、という注目される。

これまでほとんど論議されてこなかった問題に関〔参照条文〕労基法32条、１１条、１３条

して判示しているが、紙数の都合上、本稿は①の

鰯一事実の概要

控訴人Ｙ（被告）では、昭和48年４月１日から

完全週休２日制の実施に伴い、就業規則に始業時

刻午前８時、終業時刻午後５時と定め、さらに昭

和48年６月１日、タイムレコーダーによる始終業

の勤怠把握方法（遅刻、早退の確認方法）を廃止

して、始終業の勤怠把握基準として「始終業の勤

怠は更衣をすませて始終業時に体操をすべ〈所定

の場所にいるか否か、終業時に作業場にいるか否

かを基準として判断する」と定めて、これが現行

の就業規則（以下、「本件就業規則」という）と

なっている。このような就業規則の変更にＹの従

業員である被控訴人Ｘ（原告）らの所属するＴ労

組は強く反対していた。Ｘらは本件就業規則にお

いて始業時刻前に義務付けられていた作業服・安

全保護用具等（労働安全衛生法27条１項に基づき

省令に定める作業服、保護帽、安全帯、保護具等

のうち作業服を除いたものを安全保護具等と総称

する）の着装および準備体操場までの到着（この

間の時間を「本件係争時間」といい、この間の活

動を「本件係争活動」という）を始業時刻以降に

したため、Ｙが始業時刻から準備体操場到着時刻

までの時間に対応する賃金をカットした。これに

対して、Ｘらが作業服、安全保護具等の着装も労

基法32条１項（昭和62年法律第99号による改正前

のもの）に定める労働時間（以下、「労基法上の

労働時間」という）であると主張して、カット部

分の賃金および遅延損害金を訴求したところ、原

審はこれを認容したので、Ｙが控訴したのが本件

である。

鰯一判旨

棄却。

１（１）「労基法上の労働時間は、労使間の合意、

就業規則、労働協約、慣行等の当事者の意思によ

って左右されることのない客観的な時間をいうも

のと解される。なぜなら、労基法は、労基法の基

準に達しない労働条件を定める労働契約を無効と

し（13条)、労基法32条に違反した者を処罰する

ことにしている（119条１号）のに、この労働時

間の設定を当事者の意思に委ねるとすると、本来

労働時間に算入されるべき活動を労働契約におい

て義務づけながらこれを労働時間から除外するこ

とも可能となり、右の規定は無意味なものとなる

からである。

（２）労基法上の労働時間とは右のように客観的

な時間であるが、それは労働者が使用者の指揮朧

督の下に置かれている時間を意味し、労働者が労

働契約の基本的義務である労務提供義務を履行す

る場合はもとより、右の労務提供義務と不可分一

体のものとしてそれ自体を義務付けられ、かつ事

実上使用者の拘束下で行われる活動に要する時間

もこれに含まれるものと解するのが相当である。

（３）労働契約上の労働とは労働者が「労務二服

スル」（民法623条）こと、すなわち使用者の指揮

監督の下に労務を給付することを意味しており、

労基法上も右の民法上の概念を無視することはで

きないが、一方、労基法１条１項……同法32条１

項（昭和62年法律第99条による改正前のもの）

……の趣旨をも考慮に入れて、労基法上の労働時

間の意味を確定しなければならない。そうする

と、労働者が労働契約上の労務提供義務の履行と

して使用者による労務指揮権の行使下に置かれて
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いる場合にとどまらず、事実上これと同視するこ

とができるような場合にも、これを労基法上の労

働時間とみて規制の対象とするのが相当だからで

ある｡」

（４）「右のように判断された労基法上の労働時

間が１日８時間の法定最長限を超えない範囲にお

いては当事者は労働時間を自由に約定することが

できるが、これを超える場合には、労働契約はそ

の違反の限度において無効となり、労基法13条に

より修正を受けることとなるのである｡」

であって、これを行うか否かを選択する余地はな

いのであるから、これらに整合`性を持たせ、直律

効をもって労働条件を規制しようとする労基法,３

条の趣旨に従って、本件就業規則を修正するとす

れば、本件就業規則の始業基準に関する規定は本

件係争活動を始業時刻から行わせるように修正し

なければならず、右のように修正されることにな

れば、本件係争活動は本件就業規則における所定

労働時間に組み込まれ、その結果、本件就業規則

における所定労働時間は本件係争活動と本件就業

規則に定める実作業とを合わせて法定労働時間の

８時間に修正されることになる。そして、本件係

争時間が本件就業規則における所定労働時間に含

まれる以上、これに対応する賃金請求権も発生す

ることになるのである｡」

聯－－研究

１問題の所在

「労働時間とは何か」をめぐっては、労基法に

労働時間の定義がなされていないことから、労基

法32条にいう「労働させ」の解釈問題として論議

されてきた。通説・行政解釈は、労働時間を使用

者の指揮命令下にある時間として定義．適用し、

実務上大きな影響を及ぼしてきた。たしかに、労

働契約の本質からすれば、通説．行政解釈が指揮

命令権を基軸として労働時間を定義．適用してき

たことは十分に理解しうる。しかし、近年の労働

時間法をめぐる学説．裁判例の理論的発展のなか

で指摘されてきた指揮命令下説の問題点は、その

理論構造それ自体に深く関わっており、本件で争

われた作業服・安全保護其の着装の労働時間性も

その重要な論点の１つである。

２（１）労働安全衛生法20条､２６条、労働安全衛

生規則等の規定に照らすと、「作業服・安全保護

具等の着装は、Ｘらが自らの遵守義務を履行する

のはもちろん、それと同時に、Ｙの義務付けられ

た労働災害の防止措置に協力してこれを実現する

ものとみることができるのである。作業服．安全

保護具等の着装が有する右のような法的意味に加

え、右着装が人的な作業準備であって本来の作業

に必要不可欠な活動であること、Ｘらは内規によ

り右着装を正しく行うよう指示されているとこ

ろ、右の指示は作業場における服務規律ではある

ものの、始業前であっても右着装に際しては右の

指示に従わざるを得ないことを併せ考えると、本

件就業規則の始業基準に関する規定は、労働契約

上の基本的義務である労務提供義務と不可分一体

のものとして、右着装自体を義務付けたものと解

することができる｡」しかも、安全保護具等は控

所や更衣所等に保管きれ、作業服を着装して通

勤．帰宅することには心理的な抵抗があり、作業

服・安全保護具等の着装時間をもって自由な時間

ということはできない。「以上によると、Ｘらは

､本来の労務提供義務と不可分一体のものとしてそ

れ自体を義務付けられた作業服・安全保護具等の

着装を事実上拘束された状態で従事するものであ

るから、右着装の開始により、Ｘらは使用者の指

揮命令下に入ったものということができる｡」

（２）「Ｘらは右着装後、所定の準備体操場に移

動するのであるが、右のとおりＸらは既に使用者

の指揮監督下に入っており、そのまま、本件就業

規則において実作業の場所とされている所定の準

備体操場に移動し、引き続き作業場に移動するの

であるから、所定の準備体操場に移動する時間も

当然に使用者の指揮監督下にあるものと認めるこ

とができる｡」

２作業服・安全保護具の着装と労基法上の労働

時間

（１）学説・裁判例の動向

作業服・安全保護具の着装が労基法上の労働時

間に算入されるのかどうかをめぐる学説上の論議

は、作業準備活動の労働時間性を黙示の指揮命令

を媒介項として肯定する指揮命令下説に対する批

判を軸として比較的早い時期から展開されてき

た。その噴矢となったのは旧蓼沼説')であるが、

次のように述べられている。すなわち、まず遅刻

認定時をもって労働時間の始期とすることに関し

て、「現実になされる『労働』との関連を無視し

てこれを決定することはでき」ず、「たとえ入門

時刻に遅れた者に対し懲戒としての言及が定めら

れている場合でも、……入門時以後を労働時間に

３「Ｘらにおいては、本件係争活動は本来の作

業に入るためには必ず行わなければならないもの
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算入することは妥当でない」とされる。次に作業

準備活動が明示または黙示の命令によって行われ

る場合には労働時間であるとすることに関して、

作業服への着替えは作業準備活動に含まれるのか

どうか不明であると指摘した後、作業服への着替

えは法令または使用者への義務づけの存否または

必要性の有無を問わず、労働の部署に就いていな

い以上、「労働させ」たとはいえないとされた。

その後、旧蓼沼説は改説され、労働時間の始期を

｢使用者の明示または黙示の指示による何らかの

労務提供またはかかる労務提供と不可分の行動の

開始される時点」とされるに伴って、作業服・安

全保護具の着装につき、法令または使用者により

義務づけられている着装は当該作業に不可分のも

のとして使用者の指示の有無を問わず労働時間に

算入され、それ以外の更衣は使用者の明示または

黙示の指示があるかぎりにおいて労働時間に算入

されるとされている2)。これに対する指揮命令下

説の応答は、遅刻認定時説を維持しつつ、遅刻認

定時を入門時とする場合の入門以降の作業服・安

全保護具の着装の労働時間性は改めて問題とする

余地はなく、また遅刻認定時が実作業開始時刻と

され、明示の指示がない場合には、常識的に通勤

衣を作業衣に着替えなければならない作業に従事

するときには使用者の黙示の指示があったものと

して当然労働時間に算入され、さらに法令による

着装の義務づけについては使用者の明示または黙

示の指示にかかわらず当然に労働時間に算入され

るというものであった3)。この理論構成は、遅刻

認定時が変更されたとしても、客観的に同一であ

る労働者の行為の労働時間性判断を整合的に行お

うとする理論的試みであったことは疑いない。し

かし、「これらの場面における実際の判断基準は、

その活動の業務関連性や不可欠性であり、これに

よって判断された結果を『黙示の指示』を擬制し

て指揮命令・指示による説明に帰着させているに

過ぎない。……法令により義務づけられている保

護具の着用等についても、当然労働時間となると

する説明……では、指揮命令概念は全く機能して

いない4)」という批判は正鵠を得ている。こうし

た批判の的とされてきた指揮命令下説の理論的問

題点は、第１に労働契約上の労働時間と労基法上

の労働時間との区別がなされていなかったこと、

第２に遅刻認定時の移動により同一の行為が労基

法上の労働時間とされたりされなかったりするこ

と、第３に本務に付随する周辺的行為の労働時間

性判断における黙示の指揮命令が抽象的かつ恋意

的に陥りやすいこと、第４に第２および第３点と

関連するが、業務性の視点が欠落していることに

あり、その克服こそが指揮命令下説の理論的課題

となっている。

作業服・安全保護具の着装の労働時間'性をめぐ

る裁判例は、右に指摘した指揮命令下説の理論的

問題点を認識してかどうかは定かでないが、それ

による裁判例は存在せず、大別して次の２つの流

れに分類される。第１は、労基法上の労働時間を

｢労働者が使用者の指揮、命令の下に拘束される

時間」として、現実の労務提供については労働時

間性を客観的に判断し、現実の労務提供の前段階

である周辺的行為については就業規則や職場慣行

等によって判断しようとする２分説に属する裁判

例である5)。学説上もこうした裁判例に先行して

２分説が主張されていたことは荒木助教授によっ

て明らかにされた6)ところであるが、これに与す

る日野自動車工業事件二審判決は最高裁判決によ

って是認されている。しかし、最高裁が二審判決

の労働時間性の判断枠組み自体を認めたのかどう

か疑問の残るところである7)。第２は、労基法上

の労働時間が、客観的に画定されることを前提と

して、それを「使用者の指揮監督下に労務を提供

している時間」と定義し、作業服．安全保護具の

着装についての義務づけと不利益取扱いの存在お

よび着装の労務提供との必要不可欠`性ないし不可

分性の２要件によって労働時間性を判断する２要

件説というべき裁判例である8)。この労働時間性

の判断枠組みは蓼沼説とほぼ軌を一にしており、

本判決直後に出された三菱重工長崎造船所（第１

次）事件二審判決もこれに与している。

（２）本判決の意義と理論的特徴

(1)で検討したような作業服．安全保護具着装の

労働時間性をめぐる学説．裁判例の動向を踏まえ

て本判決を位置づけると、その意義と理論的特徴

は次の点にあると思われる。

本判決の第１の意義は、労基法上の労働時間

が、当事者の意思（私的自治）によって左右され

ない客観的な時間をいうとしている点にある（判

旨１(1))。これによって、本判決は、高裁レベル

で初めて客観説の立場から２分説を斥けたことに

なるが、判旨も述べるように、労基法の強行法的

性格および罪刑法定主義の要請から妥当と考えら

れる。

本判決の第２の意義は、労基法上の労働時間が

客観的時間であることを踏まえて、労基法上の労

働時間を「労働者が指揮監督下に置かれている時

間」と定義し、その具体的判断基準として①「労

働契約の基本的義務である労務提供義務を履行す
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る場合」と②「(①）の労務提供義務と不可分一

体のものとしてそれ自体を義務づけられ、かつ事

実上使用者の拘束下で行われる活動に要する時

間」とを定立している点である。換言すれば、労

基法上の労働時間は、労働契約上の労働＝指揮監

督下の労務給付を基軸として把握されることにな

るが、何を労働契約上の労働とするかは当事者の

意思に委ねられるところから、労基法の目的・趣

旨に着目して、労務指揮権下の労務提供義務の履

行のみならず、それと同視されうる状態をも規制

対象とする（判旨１(3)）ところの実質的に労働と

判断される客観的時間であることを明確にしてい

る。

このように、本判決は、労働時間の定義から指

揮命令下説を採用していると考えられるが、判旨

で示された判断基準は次の２つの点で指揮命令下

説とは明らかに異なっている。ここでは、本件の

具体的判断基準である②との関連でその相違を指

摘する。第１に、指揮命令下説では、作業服・安

全保護具の着装の労働時間性は義務づけによって

黙示の指示を推定されるかぎり業務'性の如何を問

わずに肯定されるはずであるが、②の基準では、

｢労務提供義務と不可分一体」として業務性の視

点から義務づけにしぼりがかけられていることで

ある。この判旨部分は、指揮命令下説に欠落して

いた業務`性の視点を補充的基準として取り入れた

ものといえよう。その意味では、前述した第２の

流れに与する裁判例とほぼ共通する判断枠組みを

採っているともいえようが、次の点で明らかに異

なっている。第２に、「事実上使用者の拘束下で

行われる活動」という基準を付け加えていること

である。この基準が立てられたのは、控訴人が作

業服・安全保護具の着装は自宅等でもでき、何を

しながらどれだけ時間をかけようと自由である旨

の主張をしたことと対応するためと考えられる。

たしかに、業務と不可分一体の義務づけがなされ

ているとしても、時間的にも場所的にも拘束され

ない私用にも供しうる時間が指揮命令下にあると

いえるのか9)、疑問の残るところである。そこ

で、労務指揮下に置かれているのと同視しうる状

態と評価しうるだけの事実上の拘束性を基準とし

たものと考えられる。

以上のように、本判決は使用者の労務指揮権以

外による何らかの義務づけがある場合、義務づけ

が業務不可分性と事実上の拘束性の２つの補充的

基準を充たすときに指揮命令下に置かれている時

間と判断しようとしている。こうした②の判断基

準は、事案の処理として適切であるのみならず、

今後、本務に付随する周辺的行為にもその射程距

離を延ばしうるものである。また、事案は異なる

が、本件と同様に、労働時間の定義は指揮命令下

説に依りながら、仮眠時間の労働時間性を職務と

しての義務づけと場所的拘束性を論拠として肯定

した大星ビル管理事件判決（東京地判平５．６．

１７労民集44巻３号542頁）との論理構成の共通性

も興味深いものがある。こうした点から考えるな

らば、判旨が指揮命令下説と整合しないのは、近

年における学説・裁判例の発展のなかで批判さ

れ、顕在化した指揮命令下説の理論的欠陥を踏ま

えて、それを再構成・補強せざるをえなかったた

めであると思われる。

かくして、作業服・安全保護具の着装の労基法

上の労働時間性をめぐる判断枠組みは、高裁段階

で指揮命令下説、２要件説、そして２分説とが鼎

立することになってしまった。現在、本件および

三菱重工長崎造船所（第１次）事件が最高裁に係

属しているが、実務的にも混乱をもたらさない理

論構成に基づく最高裁による決着が待たれる。
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